
 

                       

                                                      

                           

 

 

 

 
 

                                                   

                           

〒574-8555  大東市谷川一丁目１番１号 

                        ℡072-870-0474（直通） 

 

 

この案内には、保育施設等への入所申込みに関する手続きについて記載しています。 

よくお読みのうえ、お申込みください。 
 

保育所（園）とは 

保育所（園）は、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育を行う施設です。 

認定こども園とは 

  認定こども園は、幼稚園と保育所（園）の機能や特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設

です。  

小規模保育施設とは 

  小規模保育施設は、０～２歳児を対象として、２０人未満の少人数単位で保育を行う施設です。 

＜令和８年度用＞ 



教育・保育給付認定とは 

年齢と保育の必要な事由の有無によって３つに区分され、認定された区分によって利用でき

る施設が異なります。教育・保育給付認定を受けると、認定内容が記載された「支給認定証」が

交付されます。 
 

教育・保育給付認定の区分等について 

 

【２号認定・３号認定は、保育の必要量に応じて保育標準時間と保育短時間に区分されます。】 

１号認定 教育標準時間 １日概ね４時間の教育を受けます。 

２号認定 

・ 

３号認定 

保育標準時間 
１日最大１１時間の保育を受けます。 

（利用時間は、保育が必要と認められる時間内に限ります。） 

保育短時間 
１日最大８時間の保育を受けます。 

（利用時間は、保育が必要と認められる時間内に限ります。） 

 

保育の必要性が認められる要件  

保育の必要な事由 保護者の状況 

就労 月６４時間以上の労働に常態的に従事している場合 

妊娠・出産 出産予定日前８週間である場合又は産後８週間以内の場合 

保護者の疾病・障害 
保護者の病気や傷病、心身の障害により子どもを保育することが困難

な場合 

同居又は長期入院等し

ている親族の介護等 

親族の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのために子どもを保育す

ることが困難な場合 

就学 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む。）中の場合 

求職活動 
求職活動（起業の準備を含む）を継続的に行っている場合 

※入所後９０日以内に上記の就労要件を満たす必要あり。 

災害復旧 
震災、風水害、火災等の災害復旧に当たっていることにより、子どもを

保育することが困難な場合 

教育・保育給付

認定区分 
年齢 保育の必要な事由 利用できる施設 受付場所 

１号認定 満３歳以上 なし 
幼稚園（新制度移行園） 

認定こども園（幼稚園部分） 
各施設 

２号認定 ３歳以上 あり 
保育所（園） 

認定こども園（保育所部分） 

保育幼稚園 

グ ル ー プ 

３号認定 ３歳未満 あり 

保育所（園） 

認定こども園（保育所部分） 

小規模保育施設 

保育幼稚園 

グ ル ー プ 



入所申込みをすることができる児童 

１．大東市内に在住している児童であること。 

※住宅の購入、賃貸借などにより大東市内への転入を予定しており、その事実を書面（住宅の購

入に関する契約書等）で確認できる場合は、大東市外に在住している児童も入所申込みができ

ます。（※入所希望日の前日までに転入する場合に限ります。） 

２．保護者の方全員が、保育の必要性が認められる要件のいずれかに該当していること。 
 

入所申込みの受付 

１．入所申込みの受付は、市役所こども家庭室（保育幼稚園グループ）の窓口で行います。 

※２号・３号認定（保育認定）の方が対象です。 

 ※郵送、電話での入所申込みはできませんので、ご注意ください。 

 ※保育施設等に必要書類の提出を依頼することはできませんので、ご注意ください。 
  

２．入所申込みの受付期間は、次のとおりとなります。 

① 令和８年４月入所を希望される場合の受付期間 

  ⇒ 令和７年１１月４日（火）～１１月２８日（金） 

  ※利用調整を行った結果、入所枠に余裕のある場合は、二回目の利用調整を行います。 

二回目の利用調整に係る受付期間は、令和８年１月３０日（金）までとなります。 

  ※二回目の利用調整を行った結果、入所枠に余裕がある場合は最終の利用調整を行います。 

  最終の利用調整に係る受付期間は、令和８年２月２７日（金）までとなります。 
  

② 令和８年５月以降の入所を希望される場合の受付期間 

⇒ 入所希望月の２か月前の月の末日まで 

※令和９年２月または３月入所希望の方は、別途お問い合わせください。 
 

入所申込み・入所に関する注意事項 

１．必要書類に不備等がある場合や、受付期間を超過している場合は受付できませんので、ご注意く

ださい。 

２．入所申込後に住所、世帯構成、就労状況、電話番号、保育の必要な事由等、申込内容に変更が生

じた場合や、入所の意思がなくなった場合は、必ずこども家庭室保育幼稚園グループまで連絡し

てください。 

３．入所（内定を含む）を辞退された場合は、次回以降の入所の利用調整において優先度が調整され

る場合があります。 

 ※入所（内定を含む）を辞退されることが無いよう、施設見学などを活用し、よくご検討の上、入所

の申込みをしてください。 

４．入所後の一定期間については、お子様の急な環境変化の緩和などのために保育の時間を短縮す

る場合がありますので、職場との事前の調整をお願いします。 

５．入所申込みにおいて、虚偽の記入又は申立てがあった場合や保育の必要な事由に欠ける状況に

至った場合は、入所の決定を取り消す場合がありますのでご注意ください。 

６．入所後に大東市外へ転出された場合は、原則として退所となります。 

７．入所後、新たにお子様を出産された場合は、そのお子様が満１歳になるまでに、そのお子様に関

する入所申込みをしていただく必要があります。入所申込みがない場合は、家庭での保育が可能

であるとみなされ、入所中のお子様が退所となる場合がありますので、予めご了承ください。 

  また、入所中のお子様に関しては保育事由を「妊娠・出産」及び「育児休業」に変更する手続きが 

  必要となります。（「育児休業」の保育必要量は「短時間」となります） 



入所申込時の必要書類 
※ペン又はボールペンを用い楷書でご記入ください。訂正は、訂正印を用いてください。 
 

書類① 教育・保育給付認定申請書兼入所申込書（保護者（父）と保護者（母）それぞれ自署してください。） 

※「入所希望期間」は、小学校就学前に達するまでの間で、「保育の必要な事由」に該当すると見込まれ

る期間の範囲で記入してください。（入所日は原則毎月の１日です。） 

書類② 子どもの健康状況等確認シート 

書類③ 誓約書兼同意書（保護者（父）と保護者（母）それぞれ自署してください。） 

書類④ 入所理由証明書（大東市様式）（保護者（父）と保護者（母）それぞれ必要です。）  

※お子様２人以上の申込みの場合は、人数分の提出が必要となります（コピー可）。 

※証明内容に変更が生じた場合は、速やかに再提出してください。再提出がなく、入所決定後に証明内

容等の変更が判明した場合は、入所決定を取り消す場合があります。 
 

書類⑤ 教育・保育給付認定等に係る個人番号提供書 

※同居されている方全員について記入してください。（お子様も含みます。） 

※提出時には、教育・保育給付認定等に係る個人番号提供書の提供者欄に記載されている方(主たる生

計者)の個人番号確認書類及び窓口に来られる方の本人確認書類の提示が必要となります（窓口に来

られる方が保護者以外の場合は、あわせて委任状の提出が必要となる場合があります。）。 
 

個人番号確認書類 右記いずれか１点 
個人番号カード、通知カード（※注）、個人番号が記載され

た住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

 本人確認書類 

右記いずれか１点 

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書（交付日が

平成２４年４月１日以降のもの）、旅券、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永

住者証明書 等 

右記いずれか２点 

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若し

くは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者

手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合

の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民

年金手帳、児童扶養手当証書 等 

※注）通知カードに記載のある住所、氏名等と、入所申込書に記載のある住所、氏名等とが一致しない

場合は、個人番号確認書類としてご利用頂けませんので、ご注意ください。 
 

書類⑥ 令和７年度市町村民税課税証明書（※原則不要） 

※上記書類⑤でご提出頂きました個人番号（マイナンバー）を通じて令和７年度の市町村民税課税額の

確認を致しますが、詳細の確認が必要となった際に、別途提出を求める場合があります。（対象は令和７

年１月１日時点の住所地が大東市以外の方のみとなります。） 

※個人番号（マイナンバー）を通じて令和７年度の市町村民税課税額の確認ができなかった場合、または

課税証明書等の提出がない場合は、０～２歳児クラスのお子様については、最高額の利用者負担額（保

育料）で決定･徴収することになりますのでご注意ください。 

事由 必要書類 

就労 

外勤の場合（内定を含む。） 
雇用主の証明 

自営業の場合 事業主の証明 

内職の場合 発注先の証明 

就労 

以外 

妊娠・出産、疾病・障害又は

介護等の場合 

保護者等の申立てと証明書（母子健康手帳、障害者手帳、診断

書等） 

就学の場合 
在学証明書及び授業のカリキュラム（職業訓練校の場合は合格

通知書等） 

求職活動の場合 保護者等の誓約 

※外勤または内職の場合、入所理由証明書に代えて国標

準様式の「就労証明書」もご利用いただけます。ただし、

入所理由証明書の通勤状況欄へのご記入・ご提出が合わ

せて必要です。 



入所決定及び通知について 

１．令和８年４月入所希望の場合 

 ①受付期間内に入所申込みをされた方の中から、保護者の方の就労状況等、保育を必要とする事

由により利用調整し、入所の内定を行います。 

 ②利用調整に係る結果の通知（入所内定通知若しくは入所保留通知）及び入所の手続きに関する

書類(内定となった方のみ)を、２月上旬ごろに送付します。 

  ※二回目及び最終の利用調整の申込期間内に新規に申込みされた方については、各利用調整後

に上記の書類を送付します。なお、書類の送付に替えてお電話にてご連絡する場合がありま

すのでご了承ください。 

 ③入所の内定後、健康診断（有料）及び入所する施設での説明会に参加いただき、３月下旬ごろに

入所に関する書類（利用者負担額決定通知書等）を送付します。 

 

２．令和８年５月以降の入所希望の場合 

 ①受付期間内に入所申込みをされた方（入所希望月に入所できなかった方を含みます。）の中から、

保護者の方の就労状況等、保育を必要とする事由により利用調整し、入所の決定を行います。

（入所決定のご案内は入所する月の前月の２０日ごろまでにお電話にて連絡いたします。） 

 ②入所が決定された方については、健康診断（有料）及び入所する施設での説明会に参加いただき、

入所する月の前月の末日までに、入所に関する書類（利用者負担額決定通知書等）を送付しま

す。 

 ③入所希望月に入所ができない方については、入所保留通知書を入所希望月の前月の２５日ごろ

に送付します。（送付は初回のみです） 
 

※希望する施設への入所申込みが多数寄せられた場合等にあっては、希望する月に入所できない

場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

利用者負担額（保育料）について 

０～２歳児クラスのお子様に係る利用者負担額（保育料）は、市町村民税の所得割額等によって算

定することとなり、３歳児クラス以上のお子様に係る利用者負担額は無償（０円）となります。詳細に

ついては、「保育認定の利用者負担額について」をご覧ください。 

また、毎年の４月・９月が利用者負担額（保育料）の切替時期となります。 
 

         4 月  5 月 6月 7月 8 月          9 月 10月 11 月 12月 1 月 2月 3月                       
 

       前年度の所得割額で算定             当該年度の所得割額で算定 
 

※利用者負担額（保育料）以外にも制服、教材費等の実費徴収があります。詳しくは各施設にお問い

合わせください。 

※延長保育を利用される場合は、別途延長保育料が必要となります。 
 

利用者負担額(保育料)の納入方法・支払先について 
 
 納入先 納入方法 納期限 

保育所（園） 市 口座振替若しくは納付書 
毎月末（月末が金融機関休業日の場合

は翌営業日）※１２月、３月は２５日 

認定こども園 

小規模保育施設 
各施設 各施設が定める方法による 各施設による 

保育料 

 

新保育料 

 



 

副食費について（３歳児クラス以上のお子様対象） 

３歳児クラス以上のお子様については、副食費徴収免除対象者（※）を除き、副食費を施設にお支

払いしていただく必要がありましたが、大東市では、 

令和２年４月から、すべてのお子様について、副食費のお支払いが原則不要となりました。 

なお、主食費（お米代など）については、保護者負担となります。 

 ※ 国が定める全国一律の基準である次のいずれかに該当するお子様のことをいいます。 

なお、利用者負担額（保育料）と同様に、毎年の４月、９月が切替時期となり、対象者には、市から

通知を行います。 

①市町村民税所得割課税額の合計が５７，７００円未満の世帯（ひとり親世帯等については 

７７，１０１円未満の世帯）のお子様 

②第３子以降のお子様（※認定こども園や保育所等を利用する兄姉の中で算定します。） 

 



 


